
単位：千円

20年度 19年度 増　減

[総合企画局] 22,426 67,722 △ 45,296

新行財政改革プランの取組の推進　　　 [総務局] 12,508 9,592 2,916

◎ [財政局] 1,636 -                1,636

ＩＲ活動の支援等 [財政局] 11,308 10,310 998

[財政局] 74,908 28,534 46,374

公共建築物の長寿命化対策 [まちづくり局] 30,000 5,000 25,000

川崎市教育改革推進協議会の運営 [教育委員会] 7,055 4,920 2,135

○ 教員宿舎の借上 [教育委員会] 23,932 16,575 7,357

   新実行計画に掲げる目標の実現と、持続可能な行財政基盤の
確立をめざして、新行財政改革プラン(20～22年度）の取組みを推
進するとともに、議会や市民に取組状況を報告し、適切な進行管
理を図る。

   公共建築物の長寿命化と補修費用の縮減及び平準化を図るた
め、大規模施設を含む対象建築物の調査を実施し、中長期保全
計画を策定する。

   「かわさき教育プラン」の進捗管理や、実行に伴う具体的な課題
を検討するための協議会を運営し、教育改革の実現を図る。

   地方からの優秀な教員確保のため、教員宿舎の借上を実施す
る。　新規15戸　計30戸

　市有財産を最大限に生かし、駐車場の有料化やネーミングライツ
事業等への取組みを推進する。

税外債権回収対策強化事業

　税外収入に係る滞納債権の回収対策を全庁的に推進し、川崎
再生フロンティアプランの目標達成に向けた事業財源確保と負担
の公平性の実現を図る。

   投資家に対する広報・情報提供活動を充実させ､市債の円滑な
消化と発行コストの低減を図るとともに、魅力的で信頼される市債
発行に向けて、市場関係者等から助言や意見を聴取する場として
「起債運営アドバイザリー・コミッティ」を、機関投資家等からの意見
を聴取する場として「投資家懇談会」を継続して開催する。

市有財産の有効活用

＜　行　政　を　支　え　る　そ　の　他　の　事　務　事　業　＞

事　業　名　（概　要）

新総合計画の推進及び政策評価の実施

   新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」の新実行計画（20～
22年度）の着実な推進を図るとともに、計画に掲げる事業目標の達
成に向け、川崎再生ＡＣＴＩＯＮシステムによる進行管理・評価を行
う。
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